
目

次

規

則

○
青
森
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
自
然
保
護
課
）
…
一

○
青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（
こ

ど

も

み
ら
い
課
）
…
三

○
青
森
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
四

○
青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
港
湾
空
港
課
）
…
四

告

示

○
農
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
本
県
の
業
務
の
規
模
の
基
準
の
一
部
改
正
（
団
体
経
営

改

善

課
）
…
五

規

則

青
森
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
三
号

青
森
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

青
森
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四

年
四
月
青
森
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
号
様
式
の
（
そ
の
二
）
の
注
の
１
中
「現

に

」
及
び
「全

て
の

」
を
削
り
、
同
注
の
３
中

「夜
間
銃
猟
の

」
を
「夜

間
銃
猟
を
す
る
者
の

」
に
改
め
、
「こ

と

」
の
次
に
「。

た
だ
し
、
ラ
イ

フ
ル
銃
を
除
く
５
.０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
標
的
紙
で
夜
間
銃
猟
の
技
能
要
件
を
満
た
し
た
者
は
、

同
欄
の
○
印
の
下
に
「
（
ラ
イ
フ
ル
銃
を
除
く
。
）
」
と
記
載
す
る
こ
と

」
を
加
え
る
。

第
十
六
号
様
式
の
（
表
面
）
中

「

」

を「

」

に
、

「

」

を「

」

に
改
め
、
同
様
式
の
（
裏
面
）
中

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 号外第27号平成30年３月28日 水曜日

㊞

年
月

日㊞

年
月

日
性
別
男
・
女

網
猟
免
許
（
新
規
・
更
新
）
・
わ
な
猟
免
許
（
新
規
・
更
新
）
・
第
一
種
銃
猟
免
許
（
新

規
・
更
新
）
・
第
二
種
銃
猟
免
許
（
新
規
・
更
新
）

網
猟
免
許
（
新
規
・
更
新
）
・
わ
な
猟
免
許
（
新
規
・
更
新
）
・
第
一
種
銃
猟
免
許
（
新

規
・
更
新
）
・
第
二
種
銃
猟
免
許
（
新
規
・
更
新
）

⑷
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
又
は
同
法
に
基
づ
く

命
令
の
規
定
に
違
反
し
て
罰
金
以
上
の
刑
を
処
せ
ら
れ
た
こ
と
の
有
無

・
無
・
有
（
そ
の
刑
の
執
行
が
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
の
な
く
な
つ
た
年
月
日

年
月

日
）

号
外
第
二
十
七
号

平
成
三
十
年

三
月
二
十
八
日

（
水
曜
日
）



「

」

を
削
り
、

「

」

を「

」

に
改
め
、
同
様
式
の
注
中
14
を
15
と
し
、
13
を
14
と
し
、
12
を
13
と
し
、
11
を
12
と
し
、
10
を
11
と

し
、
９
を
10
と
し
、
８
の
次
に
９
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

９
⑺
は
、
該
当
す
る
番
号
を
○
で
囲
む
こ
と
。

第
十
九
号
様
式
の
（
表
面
）
中

「

」

を「

」

に
、
「有

効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る

」
を
「現

に
有
効
な

」
に
、

「

」

を「

」

に
改
め
、
同
様
式
の
（
裏
面
）
中

「

」

を
削
り
、

「

」

を「

（ ）2青 森 県 報 号外第27号平成30年３月28日 水曜日
⑷
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
又
は
同
法
に
基
づ
く

命
令
の
規
定
に
違
反
し
て
罰
金
以
上
の
刑
を
処
せ
ら
れ
た
こ
と
の
有
無

・
無
・
有
（
そ
の
刑
の
執
行
が
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
の
な
く
な
つ
た
年
月
日

年
月

日
）

場
所

場
所

⑺
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て

申
請
者
の
個
人
情
報
は
、
狩
猟
に
係
る
行
政
事
務
の
手
続
等
を
効
率
化
し
、
狩
猟
者

情
報
と
し
て
蓄
積
す
る
た
め
、
申
請
者
の
同
意
が
得
ら
れ
た
場
合
は
、
国
が
提
供
す
る

情
報
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
一
元
管
理
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
（
狩
猟
に
係
る
行
政
事
務

以
外
の
目
的
で
申
請
者
の
個
人
情
報
を
使
用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
）
。

個
人
情
報
の
提
供
（
国
が
提
供
す
る
情
報
シ

ス
テ
ム
で
の
管
理
）
の
同
意

１
同
意
す
る
２
同
意
し
な
い

㊞

年
月

日㊞

年
月

日
性
別
男
・
女

知
事

第
号

年
月

日
交
付

知
事

第
号

年
月

日
交
付

⑶
有
効
期
間
満
了
前
の
更
新

同
一
登
録
年
度
に
お
い
て
現
に
有
効
な
狩
猟
免
許
と
異
な
る
種
類
の
狩
猟
免
許
に
係

る
狩
猟
免
許
申
請
書
又
は
狩
猟
免
許
有
効
期
間
更
新
申
請
書
を
提
出
し
て
い
る
場
合

は
、
そ
の
狩
猟
免
許
の
種
類

網
猟
免
許
（
新
規
・
更
新
）
・
わ
な
猟
免
許
（
新
規
・
更
新
）
・
第
一
種
銃
猟
免
許
（
新

規
・
更
新
）
・
第
二
種
銃
猟
免
許
（
新
規
・
更
新
）

⑶
同
一
登
録
年
度
に
お
い
て
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
狩
猟
免
許
と
異
な

る
種
類
の
狩
猟
免
許
に
係
る
狩
猟
免
許
申
請
書
又
は
狩
猟
免
許
有
効
期
間
更
新
申
請
書

を
提
出
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
狩
猟
免
許
の
種
類

網
猟
免
許
（
新
規
・
更
新
）
・
わ
な
猟
免
許
（
新
規
・
更
新
）
・
第
一
種
銃
猟
免
許
（
新

規
・
更
新
）
・
第
二
種
銃
猟
免
許
（
新
規
・
更
新
）

場
所

場
所

⑸
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て

申
請
者
の
個
人
情
報
は
、
狩
猟
に
係
る
行
政
事
務
の
手
続
等
を
効
率
化
し
、
狩
猟
者

情
報
と
し
て
蓄
積
す
る
た
め
、
申
請
者
の
同
意
が
得
ら
れ
た
場
合
は
、
国
が
提
供
す
る

情
報
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
一
元
管
理
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
（
狩
猟
に
係
る
行
政
事
務

以
外
の
目
的
で
申
請
者
の
個
人
情
報
を
使
用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
）
。



」

に
改
め
、
同
様
式
の
注
中
11
を
12
と
し
、
10
を
11
と
し
、
９
を
10
と
し
、
８
を
９
と
し
、
７
を
８
と

し
、
６
を
７
と
し
、
５
の
次
に
６
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６
⑸
は
、
該
当
す
る
番
号
を
◯
で
囲
む
こ
と
。

第
二
十
号
様
式
の
（
表
面
）
中

「

」

を「

」

に
改
め
、
同
様
式
の
（
裏
面
）
中

「

」

を「

」

に
改
め
、
同
様
式
の
注
中
13
を
14
と
し
、
12
を
13
と
し
、
11
を
12
と
し
、
10
を
11
と
し
、
９
を
10
と

し
、
８
の
次
に
９
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

９
⑼
は
、
該
当
す
る
番
号
を
◯
で
囲
む
こ
と
。

第
二
十
一
号
様
式
の
（
そ
の
一
）
の
（
表
面
）
及
び
同
様
式
の
（
そ
の
二
）
中

「

」

を「

」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
四
号

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
の

中

「

（ ）3 青 森 県 報 号外第27号平成30年３月28日 水曜日
個
人
情
報
の
提
供
（
国
が
提
供
す
る
情
報
シ

ス
テ
ム
で
の
管
理
）
の
同
意

１
同
意
す
る
２
同
意
し
な
い

㊞

年
月

日㊞

年
月

日
性
別
男
・
女

⑻
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
で
あ
る
場

合
は
、
そ
の
旨
及
び
所
属
市
町

村
の
名
称

⑻
対
象
鳥
獣
捕
獲
員
で
あ
る
場

合
は
、
そ
の
旨
及
び
所
属
市
町

村
の
名
称

⑼
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て

申
請
者
の
個
人
情
報
は
、
狩
猟
に
係
る
行
政
事
務
の
手
続
等
を
効
率
化
し
、
狩
猟
者

情
報
と
し
て
蓄
積
す
る
た
め
、
申
請
者
の
同
意
が
得
ら
れ
た
場
合
は
、
国
が
提
供
す
る

情
報
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
一
元
管
理
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
（
狩
猟
に
係
る
行
政
事
務

以
外
の
目
的
で
申
請
者
の
個
人
情
報
を
使
用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
）
。

個
人
情
報
の
提
供
（
国
が
提
供
す
る
情
報
シ

ス
テ
ム
で
の
管
理
）
の
同
意

１
同
意
す
る
２
同
意
し
な
い

㊞

年
月

日㊞

年
月

日
性
別
男
・
女

所
得
区
分
（
県

記
入
欄
）

一
般
・
経
過

措
置

生
保
・
低
１
・
低
２
・
一
般
１
・
一
般
２
・
上
位



」

を「

」

に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中

「

」

を
削
り
、
同
様
式
の
注
中
１
を
削
り
、
２
を
１
と
し
、
３
を
２
と
し
、
４
を
３
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
五
号

青
森
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

青
森
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
五
年
三
月
青
森

県
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
中
「強

姦

」
を
「強

制
性
交
等

」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
六
号

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
十
月
青
森
県
規
則
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
九
年
五
月
七
日
か
ら
平
成
三
十
年
五
月
六
日
ま
で
の
間
は
、
第
八
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
」
を
「
第
八
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
」
に
、
「
航
空
機
と
し
」
を
「
航

空
機
（
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
し
」
に
、
「
同
欄
」
を
「
次
の
表

の
上
欄
」
に
、
「
次
の
表
の
下
欄
」
を
「
同
表
の
下
欄
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

航

空

機

期

間

割

合

一

空
港
と
本
邦
外
の
地
点
と
の
間
を
航
行
す
る

航
空
機
（
路
線
を
定
め
て
一
定
の
日
時
に
よ
り

航
行
す
る
も
の
を
除
く
。
）

平
成
三
十
年
四
月
一
日

か
ら
平
成
三
十
一
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

十
五
分
の
一

二

空
港
と
本
邦
外
の
地
点
と
の
間
を
航
行
す
る

航
空
機
（
路
線
を
定
め
て
一
定
の
日
時
に
よ
り

航
行
す
る
航
空
機
で
知
事
が
定
め
る
も
の
に
限

る
。
）

平
成
三
十
年
四
月
一
日

か
ら
同
年
五
月
六
日
ま

で

十
五
分
の
一

附
則
中
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
三
項
と
し
、
第
六
項
を
第
四
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

（ ）4青 森 県 報 号外第27号平成30年３月28日 水曜日
自
己
負
担
上
限
月
額
の
特
例

（
県
記
入
欄
）

人
工
呼
吸
器
等
装
着
・
高
額
治
療
継
続
・
世
帯
内
按 あ
ん分
特

例
・
療
養
負
担
過
重

所
得
区
分
（
県
記
入
欄
）

生
保
・
低
１
・
低
２
・
一
般
１
・
一
般
２
・
上
位

自
己
負
担
上
限
月
額
の
特
例

（
県
記
入
欄
）

人
工
呼
吸
器
等
装
着
・
高
額
治
療
継
続
・
世
帯
内
按 あ
ん分
特

例
・
療
養
負
担
過
重

小
児
慢
性
特
定
疾
病
の

診
断
・
治
療
実
績

診
断
・
治
療
実
績
が

あ
る
主
な
疾
病
名

小
児
慢
性
特
定
疾
病
の
診
断
書

（
医
療
意
見
書
）
の
作
成
実
績
有
・
無



青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号

平
成
十
五
年
五
月
十
四
日
青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号
（
農
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
本
県
の
業

務
の
規
模
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

「
農
業
災
害
補
償
法
（
」
を
「
農
業
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法

律
第
七
十
四
号
）
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る

改
正
前
の
農
業
災
害
補
償
法
（
」
に
改
め
る
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭


